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（証券コード9643）
令和２年６月５日

　

株 主 各 位
　

名古屋市中村区名駅四丁目５番28号
中日本興業株式会社
代表取締役社長 服 部 徹

第87回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第87回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通

知申しあげます。
なお、当日のご出席に代えて書面により議決権を行使することができます

ので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の
議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、令和２年６月23日(火
曜日)当社営業時間終了の時(午後６時)までに到着するようご返送くださいま
すようお願い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 令和２年６月24日(水曜日)
午前10時（受付開始：午前９時予定）

2. 場 所 名古屋市中村区名駅四丁目11番27号
シンフォニー豊田ビル ２階
「ミッドランドスクエア シネマ２」

3. 会議の目的事項
報 告 事 項 第87期（平成31年４月１日から令和２年３月31日

まで）事業報告、計算書類の報告の件
決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 監査役１名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を出席票に代えさせていただきますので、お手数な
がら同用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎添付書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.nakanihonkogyo.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎本株主総会の決議ご通知の送付を今回から取り止めさせていただきます。株主総会終了後、上記
当社ウェブサイトに掲載いたしますので、何卒ご了承賜りますようお願い申しあげます。

◎新型コロナウイルス感染防止への対応については、２ページをご参照ください。
◎議決権を行使していただきました株主様に 映画観賞券 を後日送付させていただきます。
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新型コロナウイルス感染防止
への対応について

【株主様へのお願い】

新型コロナウイルス感染防止のため、株主総会へのご出席に際しまし
ては、株主総会日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、感
染防止にご配慮賜りますようお願い申しあげます。
特に、ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方、体調のす

ぐれない方は、株主総会への出席について、慎重なご判断をお願いいた
します。

株主総会ご出席の際は、マスクの着用、アルコール消毒液の使用をお
願いいたします。
株主総会会場において、株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講

じる場合がございますので、ご協力賜りますようお願い申しあげます。

【当社の対応について】

株主総会日時点での流行状況によっては、以下の措置を講じる場合が
ございますので、ご協力賜りますようお願い申しあげます。
・株主総会の運営スタッフは体調を確認のうえ、マスク着用で応対をさ
せていただきます。
・会場入口付近でサーモグラフィーによる検温をさせていただき、発熱
があると認められる株主様、体調不良と思われる株主様は、ご入場を
お断りすることがございます。

本年のみ、議決権を行使していただきました株主様に、映画観賞券
を後日送付させていただきます。（株主総会当日の配布はございません。）

※今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブ
サイト(https://www.nakanihonkogyo.co.jp)に掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の２つの方法により行使いただくことができます。

株主総会に ご出席 される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い
申しあげます。

日時 令和２年６月24日(水曜日)
　 午前10時（受付開始：午前９時予定）
場所 名古屋市中村区名駅四丁目11番27号
　 シンフォニー豊田ビル２階
　 「ミッドランドスクエア シネマ２」

書面（郵送）による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

行使期限 令和２年６月23日(火曜日) 午後６時到着分まで

本年のみ、上記のいずれかの方法により議決権行使していただいた株主様
に、映画観賞券 を後日送付させていただきます。

（令和２年７月下旬発送予定）
※ 有効に行使された議決権に限り対象とさせていただきます。
※ 議案の賛否は一切問いません。
※ 書面にて議決権を行使されます株主様は、行使期限にご注意願います。
※ 株主総会に出席いただいた株主様にも、同様に後日送付させていただき
ます。

※ 株主総会当日での配布はございませんので、予めご了承ください。

株主様の安全確保および感染防止のために、可能な限り書面（郵送）に
よる議決権行使をお願いいたします。
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(添付書類)

事 業 報 告
（平成

令和
31
２
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

1．会社の現況に関する事項
　

（1）事業の経過およびその成果
当事業年度のわが国経済は、米中貿易摩擦など通商問題の動向により、
企業収益は慎重な見方で推移いたしましたが、企業は雇用・所得環境の改
善、個人消費の持ち直しが見られ、回復傾向にありました。一方で、期末
にかけて発生いたしました新型コロナウイルス感染症拡大からの経済活動
の減速による景気の悪化が懸念され、先行きが見通せない状況にあります。
このような状況のもと当社では、お客様にとってより良い商品・環境の
提供を心掛け、一層のサービスの充実を図り、お客様の感動の創造に努め
てまいりました。
この結果、売上高は38億９百万円(前年同期比1.2％減)、営業利益は１億
37百万円(前年同期比9.4％減)、経常利益は１億58百万円(前年同期比3.1
％減)、当期純利益は１億５百万円(前年同期比0.7％増)となりました。
以下、事業別の概況をご報告申しあげます。

【シネマ事業】
映画業界では、知名度のある多彩な作品がラインナップされました。特
にアニメーションについては、興行収入の上位10作品のうち６作品が入る
など高稼働いたしました。令和元年の全国入場人員は前年比15.2％増の１
億94百万人、興行収入は17.4％増の2,611億80百万円となり、入場人員・
興行収入とも平成28年に記録した年間記録を更新いたしました。全国のス
クリーン数については前年より22スクリーン増加し、3,583スクリーンと
なりました。
当事業では、引き続き名古屋地区の映画・映像の情報発信基地として、
複合エンターテインメントシネコンにふさわしい個性的な番組の効率的な
編成に注力し、来場者人数の拡大に努めてまいりました。その結果、当社
においても「ミッドランドスクエア シネマ」、「ミッドランドシネマ 名古屋
空港」におきまして、入場人員・興行収入とも年間記録の更新をいたしまし
た。
また、12月には「ミッドランドスクエア シネマ」に「Dolby Cinema™
(ドルビーシネマ)」を中部地区で初めて導入いたしました。最新鋭の映像技
術「Dolby Vision™ (ドルビービジョン)」、立体音響技術「Dolby Atmos®
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(ドルビーアトモス)」、そして「究極のシアターデザイン」を特長とし、これ
からのシネマコンプレックスに求められる最高品質の映画体験環境を提供
させていただきました。
当事業年度は、邦画151作品、洋画167作品、アニメ69作品、ODS(映
画以外のデジタルコンテンツ)276作品の合わせて、663作品(前期末比25
作品減)を上映いたしました。
主な上映作品としまして、邦画では、４月公開「キングダム」、５月公開

「コンフィデンスマンJP」、８月公開「劇場版おっさんずラブ ～LOVE or
DEAD～」、９月公開の「記憶にございません！」、洋画では、６月公開「ア
ラジン」、10月公開「ジョーカー」、12月公開「スター・ウォーズ スカイウ
ォーカーの夜明け」、１月公開の「パラサイト 半地下の家族」、アニメでは、
４月公開「名探偵コナン 紺青の拳」、７月公開「天気の子」、「トイ･ストーリ
ー４」、11月公開の「アナと雪の女王２」、ODSでは、４月公開シネマ歌舞
伎「野田版 桜の森の満開の下」、８月公開のライブビューイング「Bring the
soul : The Movie」などの番組を編成いたしました。
また、飲食部門の名古屋市千種区の「覚王山カフェJi.Coo.」、名古屋市中
村区の「LA BOBINE ガレットカフェ」では、健康にこだわった素材を生か
したメニュー開発や、継続的に店内イベントを実施し、お客様に満足いた
だける店舗創りに努めてまいりました。
その他、新たな試みとしてスタートしております東海エリア発の本格的

テレビシリーズとなるアニメ「シキザクラ製作委員会」におきましては、令
和２年の放映を目指し、アニメ制作が順調に進んでおります。
この結果、当事業では売上高は34億88百万円、営業利益は１億30百万

円となりました。

【アド事業】
当事業は、提案力と商品開発力の強化に努め、コインパーキング等のサ

イン工事においても販路拡充を目指してまいりました。
特に、東京都千代田区にあります「東京営業室」においては、関東圏のお

客様に対し迅速で充実したサポートを提供し、より一層の取引強化をする
とともに、更なる営業基盤の拡大と充実に注力してまいりました。
この結果、当事業では売上高は３億20百万円、営業利益は６百万円とな

りました。
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（2）対処すべき課題
新型コロナウイルス感染症が拡大し、中長期的な経済活動の停滞や景気

の冷え込みが懸念される状況となっており、当社においても映画公開の中
止や延期、大部分の事業所の臨時休業など、深刻な影響をおよぼしていま
す。
シネマ事業では、新型コロナウイルス感染症の状況を見極め、かつ十二
分な対策を講じることで、安心安全な環境を創り、迅速な番組編成やＯＤ
Ｓを積極的に実施すべく、映画館に足を運んでいただけるための舞台挨拶、
生ライブ公演など、近年着実に実らせてきたエンターテイメント性の高い
劇場運営を行い、入場人員、興行収入を回復させたいと考えております。
今期上映予定の主な上映作品としまして、邦画では、「るろうに剣心」２
作品、「コンフィデンスマンJP プリンセス編」、「騙し絵の牙」、「弱虫ペダ
ル」、洋画では、「ワンダーウーマン1984」、「ブラック・ウィドウ」、「トッ
プガン：マーベリック」、「007／ノータイム・トゥ・ダイ」、アニメでは、
「ドラえもん のび太の新恐竜」、「名探偵コナン 緋色の弾丸」、「シン・エヴ
ァンゲリオン劇場版」、「劇場版 鬼滅の刃 無限列車編」、ODSでは、「シネ
マ歌舞伎」や「METライブビューイング」など、幅広いジャンルの良質な作品
が待機しております。
さらに、上質なアート作品をお届けする「アートレーベル」、コアなアニ
メ作品をお届けする「アニメレーベル」においても、より充実した番組編成
をしてまいります。
飲食部門は、食材にこだわったメニューを開発し、お客様に安心して満

足いただける店舗創りに努めてまいります。
アド事業では、「東京営業室」を軸に引き続き映画関連の業務に特化する

とともに、コインパーキング等のサイン工事につきましても、積極的な営
業活動に努めてまいります。

サービス業を営んでいる当社は、より良い商品を提供すること、そして、
より良いサービスを提供するための人材育成、教育をすることにより、お
客様に選ばれる施設となるよう、一層の精進をしてまいる所存であります。
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りま
すようお願い申しあげます。
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（3）設備投資および資金調達の状況
当事業年度において実施いたしました設備投資の総額は320,423千円で
あり、その主なものは、「ミッドランドスクエア シネマ」のドルビーシネマ
工事と賃貸不動産の取得であります。
なお、資金調達につきましては、該当する事項はありません。

　
（4）財産および損益の状況の推移

年 度
区 分

第84期
平28.4～29.3

第85期
平29.4～30.3

第86期
平30.4～31.3

第87期
(当事業年度)
平31.4～令2.3

売 上 高 (千円) 4,041,934 3,716,833 3,854,213 3,809,428
当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ ) (千円) △49,168 42,136 104,911 105,687
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△) (円) △92.59 79.36 197.63 199.10

総 資 産 (千円) 5,088,389 4,938,467 5,094,852 4,715,745
純 資 産 (千円) 3,702,675 3,730,896 3,769,928 3,782,885

（注）1．第84期は、「ファンタスティック･ビーストと魔法使いの旅」、「ローグワン/スター･ウ
ォーズ･ストーリー」、「シン･ゴジラ」、「植物図鑑 運命の恋、ひろいました」、「君の名
は。」、「ズートピア」などが高稼働いたしました。設備面では、「ミッドランドスクエ
ア シネマ２」および「LA BOBINE ガレットカフェ」の建築工事を行いました。

2．第85期は、「美女と野獣」、「スター・ウォーズ 最後のジェダイ」、「銀魂」、「８年越し
の花嫁 奇跡の花嫁」、「名探偵コナン から紅の恋歌」、「怪盗グルーのミニオン大脱走」
などが高稼働いたしました。設備面では、「ミッドランドスクエア シネマ」の改装工
事を行いました。

3．第86期は、「ジュラシック・ワールド炎の王国」、「ミッション：インポッシブル／フ
ォールアウト」、「万引き家族」、「劇場版コード・ブルードクター・ヘリ緊急救命」、
「名探偵コナンゼロの執行人」、「未来のミライ」などが高稼働いたしました。設備面で
は、「ミッドランドシネマ 名古屋空港」の改装工事を行いました。

4．第87期の状況につきましては、（1）に記載のとおりであります。
　
（5）重要な親会社および子会社の状況（令和２年３月31日現在）
①親会社との関係
該当事項はありません。
②重要な子会社の状況
該当事項はありません。
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（6）主要な事業内容（令和２年３月31日現在）
①シネマ事業
映画興行ならびにこれに付帯する業務、飲食店の経営
②アド事業
展示装飾および看板の製作業務、広告代理店業務

（7）主要な事業所（令和２年３月31日現在）
・本 社：名古屋市中村区名駅四丁目５番28号
・事業所：
＜劇 場＞
ミッドランドスクエア シネマ（14） 名古屋市中村区
ミッドランドシネマ 名古屋空港（12） 愛知県西春日井郡豊山町
＜飲食店＞
覚王山カフェJi.Coo. 名古屋市千種区
LA BOBINE ガレットカフェ 名古屋市中村区
＜展示装飾および看板の製作、広告代理店＞
中日本エージェンシー 名古屋市中村区
中日本エージェンシー 東京営業室 東京都千代田区

（注）1．劇場の（ ）内の数字は、スクリーン数です。
2．「ミッドランドスクエア シネマ」および「LA BOBINE ガレットカフェ」は、当社と
株式会社松竹マルチプレックスシアターズとの共同事業体が運営しております。

（8）従業員の状況（令和２年３月31日現在）
従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

55名 １名増 42.0歳 11.8年
（注） 上記従業員数には、臨時従業員は含んでおりません。

（9）主要な借入先（令和２年３月31日現在）
金融機関からの借入金はありません。
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2．会社の株式に関する事項（令和２年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 2,000,000株
　
（2）発行済株式の総数 530,774株（自己株式9,226株を除く）
　

（3）株主数 2,883名（前期末比32名増）
　

（4）大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％
東 和 不 動 産 株 式 会 社 40,000 7.53
ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社 30,000 5.65
松 竹 株 式 会 社 20,000 3.76
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 5,400 1.01
服 部 徹 5,200 0.97
岡 本 藤 太 4,700 0.88
廣 野 純 弘 4,392 0.82
濱 谷 亘 匠 4,300 0.81
服 部 敬 徳 3,000 0.56
横 山 秀 昭 2,700 0.50

（注） 持株比率は、自己株式（9,226株）を控除して計算しております。
　
3. 会社役員に関する事項
　
（1）取締役および監査役の状況（令和２年３月31日現在)

氏 名 地 位 担当および重要な兼職の状況
服 部 徹 代表取締役社長 感動創造本部本部長 経営企画部担当･企画営業部担当

貴 田 吉 晴 取 締 役 感動創造支援本部本部長 総務部担当
総務部部長・経営企画部上席部長 食文化創造室担当

小 塚 康 取 締 役 感動創造本部副本部長 興行部担当 興行部上席部長
鵜 飼 正 男 取 締 役 東和不動産株式会社代表取締役社長
大 谷 信 義 取 締 役 松竹株式会社取締役会長
佐 藤 桂 一 常 勤 監 査 役
岡 本 安 史 監 査 役 大榮産業株式会社取締役
田 中 誠 治 監 査 役 田中会計事務所所長
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（注）1. 鵜飼正男氏および大谷信義氏は、社外取締役であります。
2. 岡本安史氏および田中誠治氏は、社外監査役であります。
3. 岡本安史氏および田中誠治氏は、株式会社名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般
株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

4. 鵜飼正男氏は、令和元年６月26日開催の第86回定時株主総会において、取締役に選
任され、就任いたしました。

5. 田中誠治氏は、令和元年６月26日開催の第86回定時株主総会において、監査役に選
任され、就任いたしました。なお、同氏は公認会計士および税理士の資格を有してお
り、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

6. 原田克己氏および山口千秋氏は、令和元年６月26日開催の第86回定時株主総会終結
の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

7. 野田敦之氏は、令和元年６月26日開催の第86回定時株主総会終結の時をもって、辞
任により監査役を退任いたしました。

8. 令和２年３月31日現在の執行役員は、細川秀樹氏（感動創造支援本部副本部長、経理
部担当 経理部上席部長・経営企画部部長）の１名であります。

（2）取締役および監査役の報酬等の総額
区 分 支給人員 （うち社外） 報酬等の額 （うち社外）
取 締 役 ７名 （３名） 62,189千円 （6,000千円）
監 査 役 ４名 （３名） 19,640千円 （6,000千円）
合 計 11名 （６名） 81,829千円 （12,000千円）
（注）上記の支給人員には、令和元年６月26日開催の第86回定時株主総会終結をもって退任

した取締役１名および監査役１名を含んでおります。

（3）社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係
・取締役鵜飼正男氏は、東和不動産株式会社の代表取締役社長でありま
す。同社は当社の大株主であり、同社と当社との間には劇場等の賃貸
借等の取引関係があります。
・取締役大谷信義氏は、松竹株式会社の取締役会長であります。同社は
当社の大株主であり、同社と当社との間には映画配給等の取引関係が
あります。
・監査役岡本安史氏は、大榮産業株式会社の取締役であります。同社と
当社との間には特別の利害関係はありません。
・監査役田中誠治氏は、田中会計事務所所長であります。同所と当社と
の間には特別の利害関係はありません。
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②当事業年度における主な活動状況
　

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 鵜 飼 正 男
令和元年６月の就任後開催の取締役会10回のうち10回出席
し、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、必要
に応じて当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

取 締 役 大 谷 信 義
当事業年度開催の取締役会12回のうち８回出席し、主に経営
者としての豊富な経験と幅広い見識により、必要に応じて当社
の経営上有用な指摘、意見を述べております。

監 査 役 岡 本 安 史
当事業年度開催の取締役会12回のうち12回出席、また、監査
役会13回のうち13回出席し、主に経営者としての豊富な経験
と幅広い見識により、必要に応じて当社の経営上有用な指摘、
意見を述べております。

監 査 役 田 中 誠 治
令和元年６月の就任後開催の取締役会10回のうち10回、ま
た、監査役会10回のうち10回出席し、主に公認会計士、税理
士としての専門的な見識により、必要に応じて当社の経営上有
用な指摘、意見を述べております。

③責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役ならびに各社外監査役は、会社法第427条第１項の
規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定
める最低責任限度額であります。

4．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の氏名

公認会計士 早稲田智大
公認会計士 前田 勝己

　
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①当事業年度に係る各会計監査人の報酬等の額
公認会計士 早稲田智大 4,200千円
公認会計士 前田 勝己 4,200千円

②当社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額
公認会計士 早稲田智大 4,200千円
公認会計士 前田 勝己 4,200千円

（注）1．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏
まえ、監査計画における監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と
実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等
につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確にしておらず、実質的にも区分できませんので、
当該事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
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（3）会計監査人の解任または不再任の決定方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他その
必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議
案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出
いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項

目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、
会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、
解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨
と解任の理由を報告いたします。

5．業務の適正を確保するための体制
取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体
制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定事項は、
以下のとおりであります。

（1）取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保
するための体制
①「行動規範」およびコンプライアンス諸規程を取締役および使用人の行動
規範とし、代表取締役社長が繰り返しその精神を取締役および使用人に
伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹
底する。
②社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力および団
体とは断固として対決し、決して経済的な利益供与をしないことを徹底
する。
③代表取締役社長が委員長となるコンプライアンス委員会を設置し、総務
部が中心となり全社横断的に統括する。
④違反または違反行為を発見した場合は、「内部通報規程」に従いすみやか
に報告し、処置または対策を命ずるほか、必要に応じて月次の取締役会
において協議する。

（2）取締役の職務の執行にかかる情報の保存および管理に関する体制
①「文章管理規程」に従い、取締役および執行役員（以下、役員という。）の
職務執行に係る情報を文章または電磁的媒体（以下、文章等という。）に
記録し、保存するものとし、必要に応じて取締役、監査役等が、閲覧可
能な状態を維持する。
②法令または取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。
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（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①当社は、「リスク管理方針」に基づき、経営に影響をおよぼす部門横断的
なリスクを認識し、評価し、適切に対応するため「リスク管理規程」を制
定し、これを事業運営に活かす仕組みを整備する。
②リスクに関する統括部署は内部監査室とし、各部署における損失の危険
に繋がりうるリスクの洗い出し・評価、リスクに対する対応状況を把握
し、リスクの防止および会社損失の最小化を図る。
③リスクの現実化に伴う危機に備え、経営危機が発生した場合の対応とし
て「経営危機管理規程」を制定し、迅速かつ適切に対処することにより損
失の最小化に努める。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社は、「取締役会規程」に基づき毎月１回取締役会を開催し、重要事項
の決定および取締役の業務執行状況の監督等を行う。
②取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤取締役、
執行役員、各部門の部長、統括マネージャー、およびマネージャーによ
り構成される営業会議を毎月１回開催し、業務執行に関する基本事項お
よび重要事項を決定し、慎重な意思決定を行う。また、常勤取締役、執
行役員、および各部門の部長が出席し、毎週１回開催される経営会議、
ならびに常勤役員、執行役員、および各部門の部長が出席し、毎週１回
開催される部長会において、事業内容の定期的な報告を行うとともに、
重要な案件については事前協議を行うものとする。
③経営会議の議事録は、「文章管理規程」に従い、記録し、保存するものと
し、必要に応じて少なくとも10年間は、閲覧可能な状態を維持する。

④「金融商品取引法」に基づき、財務報告に係る信頼性を確保するため、当
社は財務報告に係る、必要かつ適切な内部統制を整備し、運用する。

（5）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの独立性に関す
る事項
①監査役の職務を補助すべき使用人は置かないものとする。ただし、監査
役は必要に応じて総務部長の了承を得た上で、各部署の使用人に対し監
査業務に必要な事項を命令することができるものとする。また、その使
用人は、監査役からの命令に関して独立性を図るため、取締役からの指
揮命令を受けないものとし、その指示の実効性を確保するものとする。
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②監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動、評価等は監査役会との
協議のうえ決定するものとする。
③内部監査室は、必要に応じて監査役を補助する。

（6）取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への
報告に関する体制
①監査役は、経営の意思決定や業務執行の状況を把握するため、取締役会
に出席する。必要なつど取締役または使用人に対して、報告や関係資料
の提示を求めることができる。
②監査役は、取締役会のほか重要と思われる会議に出席することができる。
③当社の決算情報、稟議書、営業報告等、監査役業務の遂行に必要な情報
を、保管文章を介して、監査役はいつでも閲覧できる。
④取締役は会社に著しい損害をおよぼす恐れのある事実を発見したときに
は、直ちに監査役会に報告する体制を確保する。

（7）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役と代表取締役、業務担当役員との間の定期的な意見交換会を行う。
また、必要に応じて会計監査人から説明を受けるとともに、情報の交換
を行うなど連携を図っていくものとする。
②監査役は、必要に応じ、会計監査人・弁護士に相談することができ、そ
の費用は会社が負担するものとする。
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6．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
「業務の適正を確保するための体制」に基づき、社内体制を整備するとと
もに、適切な運用に努めております。当事業年度における業務の適正を確
保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

（1）取締役の職務の執行
取締役会を12回開催し、経営に関する重要事項の決定、業務執行状況の
報告等について活発な意見交換が行われ、監督がなされております。

（2）コンプライアンス体制
「コンプライアンス委員会」を４回開催し、コンプライアンスの順守状況
等の報告を行うとともに、問題点を洗い出し、その改善を図っております。

（3）リスク管理
「コンプライアンス委員会」において、当社におけるリスクを検証し、そ
の管理状況の確認および情報共有を行っております。

（4）内部監査
内部監査室が年間の監査計画に基づき、各部門において書類の閲覧およ
びヒアリング等を通じて監査を行っております。

（5）監査役の職務の執行
監査役会を13回開催し、監査に関する重要な報告を受け、協議および決

議を行っております。また、監査計画に基づき、取締役会等の重要な会議
に出席し、代表取締役社長、社外取締役、会計監査人、ならびに内部監査
室との間で定期的に情報交換を行うことで、取締役の職務執行の監査、内
部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
（令和２年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部
流 動 資 産 1,559,011 流 動 負 債 516,490
現 金 及 び 預 金 1,067,524 買 掛 金 263,951
受取手形及び売掛金 106,021 リ ー ス 債 務 52,289
有 価 証 券 300,000 未 払 法 人 税 等 18,463
商 品 5,987 未 払 消 費 税 等 726
前 払 費 用 29,961 未 払 費 用 104,949
預 け 金 25,951 賞 与 引 当 金 17,860
そ の 他 23,564 そ の 他 58,251

固 定 資 産 3,156,734 固 定 負 債 416,368
有形固定資産 （2,045,117） リ ー ス 債 務 98,456
建 物 1,122,700 退 職 給 付 引 当 金 71,232
構 築 物 1,363 長 期 未 払 金 28,600
機 械 装 置 85,170 資 産 除 去 債 務 84,172
器 具 備 品 139,969 受 入 保 証 金 133,908
土 地 695,913 負 債 合 計 932,859
無形固定資産 （27,211） 純 資 産 の 部
電 話 加 入 権 1,147 株 主 資 本 3,675,013
ソ フ ト ウ エ ア 25,783 資 本 金 （270,000）
そ の 他 280 資 本 剰 余 金 （13）
投資その他の資産 （1,084,404） 資 本 準 備 金 13
投 資 有 価 証 券 440,229 利 益 剰 余 金 （3,475,406）
関 係 会 社 株 式 10,000 利 益 準 備 金 67,500
差 入 保 証 金 573,144 その他利益剰余金 3,407,906
長 期 前 払 費 用 36,918 配当準備積立金 218,555
繰 延 税 金 資 産 24,112 別 途 積 立 金 2,380,000

繰越利益剰余金 809,350
自 己 株 式 （△70,406）

評価・換算差額等 107,872
その他有価証券評価差額金 （107,872）
純 資 産 合 計 3,782,885

資 産 合 計 4,715,745 負債純資産合計 4,715,745
（注） 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
（平成

令和
31
２
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 3,809,428

売 上 原 価 1,964,012

売 上 総 利 益 1,845,415

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,708,180

営 業 利 益 137,234

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 10,911

協 賛 金 収 入 10,085

雑 収 入 1,852 22,849

営 業 外 費 用

雑 損 失 1,152

経 常 利 益 158,931

税 引 前 当 期 純 利 益 158,931

法人税、住民税及び事業税 28,157

法 人 税 等 調 整 額 25,085 53,243

当 期 純 利 益 105,687

（注） 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（平成

令和
31
２
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：千円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
配当準備積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 270,000 13 67,500 250,406 2,380,000 703,663 3,401,569

当期変動額

配当準備積立金の取崩 △31,851 31,851

剰余金の配当 △31,851 △31,851

当 期 純 利 益 105,687 105,687

自己株式の取得
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）
当期変動額合計 △31,851 105,687 73,836

当期末残高 270,000 13 67,500 218,555 2,380,000 809,350 3,475,406

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △69,556 3,602,026 167,901 167,901 3,769,928

当期変動額

配当準備積立金の取崩

剰余金の配当 △31,851 △31,851

当 期 純 利 益 105,687 105,687

自己株式の取得 △849 △849 △849
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） △60,028 △60,028 △60,028

当期変動額合計 △849 72,986 △60,028 △60,028 12,957

当期末残高 △70,406 3,675,013 107,872 107,872 3,782,885

（注） 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定 )
時価のないもの 移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっており
ます。
最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
耐用年数等は法人税法の減価償却の方法と同一の基準によっておりま
す。
また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限
度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によってお
ります。
・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
耐用年数等は法人税法の減価償却の方法と同一の基準によっておりま
す。
また、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっております。
・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっておりま
す。

4. 引当金の計上基準
・賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき
計上しております。
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・退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の
見込額に基づき、計上しております。
退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る事業年度
末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用し
ております。

5. 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

（貸借対照表に関する注記）
　

1. 担保に供している資産
現金及び預金（定期預金） 5,000千円
建 物 174,187千円
土 地 60,515千円
合 計 239,703千円
上記に対応する債務
受入保証金 133,908千円
買掛金 983千円
合 計 134,891千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額
1,981,202千円
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（株主資本等変動計算書に関する注記）
　

1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 540,000株

2. 当事業年度の末日における自己株式の数
普通株式 9,226株

3. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の
種類

配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力

発生日
令和元年６月26日
定時株主総会

普通
株式 15,925 30 平成31年

３月31日
令和元年
６月27日

令和元年11月13日
取締役会

普通
株式 15,925 30 令和元年

９月30日
令和元年
12月３日

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年
度となるもの

決議 株式の
種類

配当の
原資

配当金の
総額(千円)

１株
当たり
配当額
（円）

基準日 効力
発生日

令和２年６月24日
定時株主総会

普通
株式

利益
剰余金 15,923 30 令和２年

３月31日
令和２年
６月25日
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（税効果会計に関する注記）
　

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
　

繰延税金資産
未払事業税 2,313千円
賞与引当金等 6,287千円
未払事業所税 1,160千円
ゴルフ会員権評価損 3,801千円
減価償却超過額 2,247千円
退職給付引当金 21,740千円
長期未払金 8,728千円
繰越欠損金 37,747千円
資産除去債務 8,882千円

小計 92,908千円
評価性引当額 △21,412千円
繰延税金資産合計 71,496千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △47,384千円
繰延税金負債合計 △47,384千円
繰延税金資産純額 24,112千円
　

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因とな
った主な項目別の内訳
法定実効税率 30.52％
（調整）
交際費等永久に損金に算入されない項目 3.33％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.31％
住民税均等割等 0.71％
評価性引当額の増減 △0.25％

小計 34.00％
その他 △0.50％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.50％
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（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、主にシネマ事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な
資金（主に銀行借入）を調達しております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、
投資有価証券は、市場価格のリスクに晒されております。
営業債務である買掛金は、１年以内の支払期日であります。借入金及び
ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な
資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算後、最長で６年８ヶ
月後であります。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社は、与信管理規程に従い、営業債権等について、各事業部門が主要
な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残
高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握
や低減を図っております。
投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況
を把握しております。
当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・
更新し、流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定に
おいては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する
ことにより、当該価額が変動することもあります。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
令和２年３月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額
については、次のとおりであります。
なお、時価を評価することが極めて困難と認められるものは、次表には含
めておりません。

貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1)現金及び預金 1,067,524 1,067,524 ―
(2)受取手形及び売掛金 106,021 106,021 ―
(3)有価証券及び投資有価証券 740,179 740,179 ―
資産計 1,913,726 1,913,726 ―

(1)買掛金 263,951 263,951 ―
(2)リース債務 150,745 150,745 ―
負債計 414,697 414,697 ―
(注)1．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産
(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負債
(1)買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。

(2)リース債務
これらは、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
す。

(注)2．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
区 分 貸借対照表計上額（千円）
非上場株式 50

上記については市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3)有価
証券及び投資有価証券」に含めておりません。
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（賃貸等不動産に関する注記）
1. 賃貸等不動産の概要
当社は、名古屋市その他の地域において、賃貸商業施設（土地を含む）等
を所有しております。令和２年３月期における当該賃貸等不動産に関する
賃貸損益は48,489千円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価
に計上）であります。

2. 賃貸等不動産に関する貸借対照表計上額及び当事業年度における主な変動
並びに決算日における時価及び当該時価の算定方法

貸借対照表計上額 決算日における
時価（千円）当事業年度

期首残高（千円）
当事業年度
増減額（千円）

当事業年度
期末残高（千円）

821,680 80,674 902,354 1,818,642
(注)1．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2．主な変動は、賃貸不動産の取得、および減価償却費であります。
3．時価の算定方法
主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整
を行ったものを含む）であります。

　
（持分法損益等に関する注記）

関連会社は、損益等からみて重要性が乏しいと判断し、持分法を適用し
た場合の投資損益の金額は算出しておりません。

　
（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額 7,127円11銭
2. １株当たり当期純利益 199円10銭
　
（重要な後発事象に関する注記）

新型コロナウイルス感染症の拡大により、令和２年３月以降、当社では
主力の映画興行において、映画公開スケジュールの変更や中止、また新型
コロナウイルス感染拡大を防止するための緊急事態宣言が発令されたこと
により、映画館の臨時休業の対応を実施しており、翌事業年度以降の財政
状態および経営成績に影響をおよぼすことが想定されております。しかし
ながら、感染拡大による消費活動の停滞や、感染拡大が収束する時期を見
通すことは難しく、翌事業年度以降の影響額を現時点で合理的に算定する
ことは困難であります。
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書
令和２年５月19日

中日本興業株式会社
取締役会 御中

早稲田公認会計士事務所
愛知県名古屋市
公認会計士 早稲田 智 大 ㊞
前田勝己公認会計士事務所
愛知県名古屋市
公認会計士 前 田 勝 己 ㊞

監査意見
私たちは、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、中日本興業株式会社の
平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第87期事業年度の計算書類、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその
附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
私たちは、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全
ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準における私たちの責任は、「計算書類等の監査における監
査人の責任」に記載されている。私たちは、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
果たしている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等
を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役
の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に
不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、
監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、
重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監
査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以
下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって
行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどう
か、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさ
せるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付
ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日
までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含め
た計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、
監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、
及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業
倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的
に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
いる場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成31年４月１日から令和２年３月31日までの第87期事業年
度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審
議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
　
１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた「監査役会規程」および「監査役監査基
準」に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室そ
の他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努
めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人等か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、
重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財
産の状況を調査いたしました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す
ることを確保するための体制、その他会社法施行規則第100条第１項及
び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議
に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及
び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算
規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書につ
いて検討いたしました。
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２. 監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人（公認会計士早稲田智大、公認会計士前田勝己）の監査の方法
及び結果は相当であると認めます。

令和２年５月21日
中日本興業株式会社 監査役会
常勤監査役 佐藤 桂一 ㊞
監査役（社外監査役） 岡本 安史 ㊞
監査役（社外監査役） 田中 誠治 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案および参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当社の配当方針につきましては、長期的に安定した経営基盤の確保に
努め、業績および配当性向等を総合的に勘案して、安定した配当を維持
していくことを基本としております。
当期の期末配当につきましては、業績および今後の事業環境を考慮

し、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金30円
総額 15,923,220円

（注）中間配当を含めました年間の配当金は、１株につき60円となります。
　
（2）剰余金の配当が効力を生ずる日

令和２年６月25日
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第２号議案 監査役１名選任の件
佐藤桂一氏は、本総会終結の時をもって退任されますので、監査役１
名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、細川秀樹氏は、佐藤桂一氏の補欠として選任されることとなり
ますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期
満了すべき時までとなります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
生 年 月 日

略 歴、 地 位 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当社株式の数

ほそ かわ ひで き
細 川 秀 樹

　
（昭和37年12月24日）

昭和60年３月 当社入社
平成14年11月 中日本商事株式会社常務取締役
平成18年10月 同社取締役
平成21年４月 当社経理部部長
平成29年６月 当社執行役員 感動創造支援本部副本

部長 経理部担当 経理部部長･経営企
画部部長

平成31年３月 当社執行役員 感動創造支援本部副本
部長 経理部担当 経理部上席部長･経
営企画部部長

（現任）

　
159株

〔候補者とした理由〕
入社以来、主に映画宣伝・経理関連業務に従事し、執行役員経理部担当 経理部上席部長を
務めるなど、映画業界および財務に関する豊富な経験と経営に関する高い識見を有してお
り、客観的かつ公正な立場で取締役を監査できると判断し、新たに監査役として選任をお
願いするものであります。
（注）1．細川秀樹氏は、新任監査役候補者であります。

2．監査役候補者は、当社との間に特別な利害関係はありません。
3．監査役候補者の所有する当社株式の数は、役員持株会における持分を含んでおります。
4．当社の連結子会社でありました株式会社Ji.Coo.と同じく連結子会社でありました中日本商事
株式会社は、平成20年３月16日に株式会社Ji.Coo.を存続会社、中日本商事株式会社を消滅
会社とする吸収合併をし、社名を中日本商事株式会社といたしました。その後、当社を存続
会社として平成26年９月１日付の合併で消滅しております。

以 上
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株主総会「会場ご案内略図」
日時／令和２年６月24日（水曜日）

　 午前10時 （受付開始：午前９時予定）
会場／名古屋市中村区名駅四丁目11番27号
　 シンフォニー豊田ビル ２階
　 「ミッドランドスクエア シネマ２」
　 問合せ電話番号 <052> 551－0274

　
専用の駐車場をご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう
お願い申しあげます。
JR名古屋駅・名鉄名古屋駅・近鉄名古屋駅・地下鉄名古屋駅より徒歩にて約８分です。

　 本年のみ、議決権を行使していただきました株主様に、
　 映画観賞券 を後日送付させていただきます。
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